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議案第２０号  

 

   令和７年度双葉町介護保険特別会計予算 

 

 令和７年度双葉町介護保険特別会計予算は、次に定めるところによ

る。 

 

 （歳入歳出予算） 

第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ１，０２３，３６０千

円と定める。 

２  歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表 

歳入歳出予算」による。 

（歳出予算の流用） 

第２条 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２２０条第２項ただ

し書きの規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することが

できる場合は、次のとおりと定める。 

（１）各項に計上した給料、職員手当等、共済費並びに保険給付費に

係る予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの

経費の各項の間の流用 

 

  令和７年３月１１日提出 

 

                    双葉町長 伊澤 史朗  



     (歳   入) (単位：千円)

款 項

 1 保険料 ３，４３１

 1 介護保険料 ３，４３１

 2 使用料及び手数料 １

 1 手数料 １

 3 国庫支出金 ５１２，２９９

 1 国庫負担金 １６０，６５０

 2 国庫補助金 ３５１，６４９

 4 支払基金交付金 ２３８，８６６

 1 支払基金交付金 ２３８，８６６

 5 県支出金 １２６，４６１

 1 県負担金 １１９，０３６

 2 県補助金 ７，４２５

 6 財産収入 ３５０

 1 財産運用収入 ３５０

 7 寄附金 １

 1 寄附金 １

 8 繰入金 １４０，９３９

 1 一般会計繰入金 １４０，９３８

 2 基金繰入金 １

 9 繰越金 １，０１０

 1 繰越金 １，０１０

10 諸収入 ２

 1 延滞金、加算金及び過料 １

 2 雑入 １

１，０２３，３６０

金 額

歳 入 合 計

「第　１　表　　歳　入　歳　出　予　算」
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     (歳   出) (単位：千円)

款 項

 1 総務費 ２５，８９３

 1 総務管理費 ２０，１４３

 2 徴収費 １，２５０

 3 介護認定審査会費 ４，５００

 2 保険給付費 ８６０，６００

 1 介護サービス等諸費 ８３０，７５０

 2 介護予防サービス等諸費 １２，１５０

 3 高額介護サービス等費 ４００

 4 特定入所者介護サービス等費 １６，３００

 5 その他諸費 １，０００

 3 財政安定化基金拠出金 ３，４３１

 1 財政安定化基金拠出金 ３，４３１

 4 地域支援事業費 ４７，０７１

 1 介護予防・生活支援サービス ２３，９９６

事業費

 2 包括的支援事業・任意事業費 ２２，９７５

 3 その他緒費 １００

 5 基金積立金 ３５０

 1 基金積立金 ３５０

 6 諸支出金 ８５，０１５

 1 償還金及び還付加算金 １５

 2 保健福祉事業費 ８５，０００

 7 予備費 １，０００

 1 予備費 １，０００

１，０２３，３６０

金 額

歳 出 合 計
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